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（５）２００１．５．１１

平
成
１３
年
度
市
・
都
民
税
の

お

知

ら

せ

○
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
の
発
送

５
月
１０
日
に
発
送
し
ま
し
た
。

勤
務
先
の
６
月
分
の
給
料
か
ら
天

引
き
徴
収
さ
れ
ま
す
。

○
普
通
徴
収
納
税
通
知
書
の
発
送

６
月
１
日
に
発
送
し
ま
す
。
第

１
期
の
納
付
期
限
は
７
月
２
日
で

す
。

○
平
成
１３
年
度
市
・
都
民
税
課
税

（
非
課
税
）
証
明
書
の
発
行

【
特
別
徴
収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て

い
る
方
】

５
月
１０
日
か
ら
市
役
所
と
下
記

の
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
発
行
し
て

い
ま
す
（
た
だ
し
、
普
通
徴
収
と

併
せ
て
課
税
さ
れ
て
い
る
方
は
、

６
月
１
日
か
ら
と
な
り
ま
す
）。

【
普
通
徴
収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て

い
る
方
】

６
月
１
日
か
ら
市
役
所
と
左
記

の
市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
発
行
し
ま

す
。

◎
市
・
都
民
税
課
税
（
非
課
税
）

証
明
書
の
発
行
場
所

市
役
所
本
庁
６
階
市
民
税
課
、

南
、
な
る
せ
駅
前
、
鶴
川
、
忠
生
、

堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
及
び
木
曽

山
崎
セ
ン
タ
ー
、
小
山
セ
ン
タ
ー

（
土
・
日
・
休
日
を
除
く
）、
市

民
課
駅
前
連
絡
所
（
火
・
土
・
日

・
休
日
を
除
く
）
で
す
。

�問
市
民
税
課
�
７
２
４
・
２
１
１

４
〜
５

青
少
年
指
導
者
賠
償

責
任
保
険
制
度

青
少
年
指
導
者
賠
償
責
任
保
険

制
度
は
、
団
体
活
動
中
に
不
慮
の

事
故
が
発
生
し
、
そ
の
責
任
者
や

指
導
者
が
賠
償
責
任
を
課
せ
ら
れ

た
場
合
に
、
そ
の
賠
償
金
を
補
て

ん
す
る
制
度
で
す
。

平
成
１３
年
度
（
６
月
１
日
〜
２

０
０
２
年
５
月
３１
日
）
加
入
の
受

け
付
け
を
青
少
年
課
（
森
野
分
庁

舎
１
階
）で
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ご
希
望
の
団
体
は
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

【
保
険
料
】

無
料
（
市
が
保
険
料
を
負
担
し

ま
す
）

【
対
象
と
な
る
指
導
者
等
】

�１
市
内
の
社
会
教
育
関
係
団
体

及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
で
１８
歳
以
下

の
青
少
年
を
対
象
に
事
業
を
実
施

す
る
際
の
成
人
の
指
導
者
等
�２
そ

の
他
、
教
育
委
員
会
が
認
定
し
た

団
体
活
動
の
成
人
の
指
導
者
等

【
保
償
の
範
囲
】

団
体
活
動
中
の
偶
発
的
な
事
故

に
よ
り
、参
加
者
が
負
傷
し
た
り
、

他
人
の
も
の
を
破
壊
し
た
り
し
て

被
害
者
か
ら
賠
償
を
求
め
ら
れ
、

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
賠

償
金
が
補
て
ん
さ
れ
ま
す
。

【
保
償
限
度
額
】

�１
身
体
賠
償
�
１
人
５
０
０
０

万
円
、
１
事
故
２
億
円
�２
財
物
賠

償
�
１
事
故
２
０
０
万
円
�３
受
託

物
賠
償
�
１
事
故
１
０
０
万
円

※
保
険
金
は
原
則
と
し
て
、
何
回

事
故
が
発
生
し
て
も
支
払
わ
れ
ま

す
が
、
食
中
毒
事
故
（
異
物
混
入

事
故
を
含
む
）
に
よ
る
賠
償
と
受

託
物
賠
償
に
つ
い
て
は
、
保
険
期

間
中
の
支
払
限
度
額
は
１
事
故
の

金
額
と
同
額
に
な
り
ま
す
。

【
自
己
負
担
額
】

１
事
故
に
つ
き
１
万
円
以
下
の

小
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者

の
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

�問
青
少
年
課
�
７
２
４
・
２
１
８

２
ほ

ほ

え

み

介
護
セ
ミ
ナ
ー

健
康
課
	
７
２
５
・
５
１
７
８

地
域
、
家
庭
の
中
で
よ
り
よ
く

暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
、
何
が
で

き
る
か
一
緒
に
考
え
ま
せ
ん
か
。

右
上
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

○
対
象

市
内
在
住
の
お
年
寄
り

の
介
護
に
関
心
が
あ
り
、
５
月
３０

日
・
６
月
６
日
の
両
日
出
席
可
能

な
方
（
６
月
１３
日
は
希
望
者
の
み

の
参
加
）

○
会
場

健
康
福
祉
会
館

○
定
員

３０
人
（
申
し
込
み
順
）

○
申
し
込
み

電
話
で
健
康
課

へ
。

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
下
さ

い
。

南
大
谷
子
ど
も
ク
ラ
ブ

５

月

の

催

し

会
場
は
い
ず
れ
も
南
大
谷
子
ど

も
ク
ラ
ブ
で
す
。

「
う
き
う
き
サ
タ
デ
ー
ズ
」
以

外
は
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ

い
。

【
お
は
な
し
な
ぁ
に
】

簡
単
な
お
話
、
紙
芝
居
な
ど
を

行
い
ま
す
。

○
対
象

乳
幼
児
と
そ
の
親
、
１８

歳
ま
で
の
方

○
日
時

毎
月
１０
日
・
２０
日
の
午

後
４
時
３０
分
〜
５
時

※
休
日
の
場
合
は
翌
日
に
な
り
ま

す
。

【
み
ん
な
で
作
ろ
う
�
工
作
ば
ん

ば
ん
】

○
対
象

乳
幼
児
と
そ
の
親
、
１８

歳
ま
で
の
方

○
期
日
・
内
容

５
月
１６
日（
水
）

�
魔
法
の
糸
、
２３
日
（
水
）
�
ス

ラ
イ
ム

○
時
間

午
後
３
時
〜
４
時

【
親
子
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
�
ぴ
っ
こ

ろ
タ
イ
ム
】

○
対
象

乳
幼
児
と
そ
の
親

○
日
時

毎
週
木
曜
日
の
午
前
１１

時
〜
１１
時
３０
分

○
内
容

親
子
体
操
、
手
遊
び
等

【
う
き
う
き
サ
タ
デ
ー
ズ
】

好
評
に
つ
き
も
う
１
回
テ
ィ
ラ

ミ
ス
作
り
を
し
ま
す
。

○
対
象

小
学
生
以
上

○
日
時

５
月
２６
日
（
土
）
午
後

２
時
〜
３
時
３０
分

○
定
員

２５
人
（
申
し
込
み
順
）

○
費
用

１
５
０
円（
当
日
徴
収
）

○
持
ち
物

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

○
申
し
込
み

電
話
で
南
大
谷
子

ど
も
ク
ラ
ブ
（
�
７
３
９
・
６
７

９
１
）
へ
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん

陶

芸

教

室

マ
グ
カ
ッ
プ
、
湯
呑
み
、
お
皿

等
、
自
分
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
作

品
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
対
象

小
学
生
以
上

○
期
日
・
内
容

５
月
２６
日（
土
）

�
制
作
、
６
月
９
日
（
土
）
�
絵

付
け
、
釉
薬
が
け

○
時
間

午
前
１０
時
〜
正
午

○
定
員

２５
人
（
申
し
込
み
順
）

○
費
用

３
０
０
円（
当
日
徴
収
）

○
申
し
込
み

５
月
１１
日
午
前
１０

時
か
ら
直
接
ま
た
は
電
話
で
子
ど

も
セ
ン
タ
ー
ば
あ
ん
（
�
７
８
８

・
４
１
８
１
）
へ
。

地
域
の
美
化
と
資
源
の
再
利
用

を
目
指
す
「
第
５３
回
あ
き
か
ん
追

放
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
５
月
２７
日

（
日
）
に
市
内
で
一
斉
に
行
い
ま

す
。あ

き
か
ん
公
害
追
放
の
た
め

に
、
皆
さ
ん
の
参
加
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

★
道
路
、
公
園
等
か
ら
拾
い
集
め

た
も
の
に
限
り
ま
す
。
各
家
庭
に

あ
る
あ
き
か
ん
は
出
せ
ま
せ
ん
。

★
団
体
、
地
域
で
自
主
的
に
拾
い

集
め
る
場
合
、
バ
ス
停
か
ら
遠
い

地
域
で
は
、
集
積
場
所
を
５
月
１７

日（
木
）ま
で
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

当
日
特
別
回
収
し
ま
す
。

�問
環
境
総
務
課
�
７
９
７
・
７
１

１
２

一
定
の
障
害
を
お
持
ち
の
方
、

ま
た
そ
の
方
と
生
計
を
同
じ
く
す

る
方
が
所
有
（
登
録
）
し
、
障
害

者
自
身
ま
た
は
、
そ
の
障
害
者
の

た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車
等

は
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税
が

減
免
さ
れ
ま
す
。

申
請
に
は
、
�１
軽
自
動
車
税
納

税
通
知
書
�２
身
障
手
帳
�３
運
転
免

許
証
�４
印
鑑
―
を
お
持
ち
に
な

り
、５
月
３１
ま
で
に
市
民
税
課（
�

７
２
４
・
２
１
１
３
）
へ
お
い
で

下
さ
い
。

ま
た
、
法
人
等
が
福
祉
事
業
に

専
用
す
る
車
両
に
つ
い
て
は
市
民

税
課
に
ご
相
談
下
さ
い
。

な
お
、
軽
自
動
車
税
を
納
付
済

み
の
場
合
は
、
減
免
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

台
風
の
接
近
に
よ
る
大
雨
に
よ

り
が
け
崩
れ
や
浸
水
等
の
被
害
が

発
生
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
、
町

田
市
と
町
田
消
防
署
及
び
町
田
消

防
団
が
合
同
で
、
平
成
１３
年
度
町

田
市
総
合
水
防
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。こ

の
訓
練
に
よ
り
防
災
関
係
機

関
相
互
の
連
携
の
確
立
や
、
水
防

の
運
営
要
領
及
び
水
防
工
法
技
術

の
習
得
・
向
上
を
図
り
ま
す
。

○
日
時

５
月
１３
日
（
日
）
午
前

９
時
３０
分
〜
正
午

○
会
場

鶴
見
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
（
三
輪
緑
山
１
�
１
）

�問
防
災
課
�
７
２
４
・
２
１
０
７

５
月
２１
日（
月
）か
ら
２７
日（
日
）

ま
で
は
「
春
季
行
政
相
談
強
調
週

間
」
で
す
。

こ
れ
は
、
行
政
相
談
制
度
に
つ

い
て
、
広
報
及
び
行
事
を
重
点
的

に
行
い
、
広
く
国
民
の
皆
さ
ん
に

同
制
度
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
た
め
の
も
の
で
す
。

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の

機
関
や
Ｊ
Ｒ
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
・
公
庫
等

の
特
殊
法
人
の
仕
事
、
ま
た
は
都

や
区
市
町
村
が
国
か
ら
委
任
さ
れ

た
り
、
補
助
金
を
受
け
て
行
っ
て

い
る
仕
事
に
つ
い
て
、「
説
明
が

納
得
で
き
な
い
」「
処
理
が
間
違

っ
て
い
る
」「
苦
情
を
申
し
出
た

が
、そ
の
措
置
に
納
得
で
き
な
い
」

と
い
っ
た
苦
情
や
意
見
・
要
望
が

あ
る
場
合
は
、
行
政
と
住
民
の
パ

イ
プ
役
と
し
て
総
務
庁
長
官
か
ら

委
嘱
さ
れ
た
「
行
政
相
談
委
員
」

に
ご
相
談
下
さ
い
。
町
田
市
の
行

政
相
談
委
員
は
下
表
の
方
で
す
。

な
お
、
次
の
所
で
も
、
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

☆
東
京
総
合
行
政
相
談
所
（
西
武

百
貨
店
池
袋
店
７
階
）
�
�
０３
・

３
９
８
７
・
０
２
２
９
（
休
業
日

を
除
く
）

☆
行
政
苦
情
１
１
０
番
（
総
務
省

東
京
行
政
評
価
事
務
所
）
�
�
０３

・
３
２
１
３
・
１
１
０
０
、
�
０３

・
３
２
１
４
・
１
９
４
１
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド

レ
スhttp

://w
w

w
.soum

u.go.

jp/kansatu/sodan.htm

※
相
談
は
い
ず
れ
も
無
料
で
す
。

�問
市
民
相
談
室
�
７
２
４
・
２
１

０
２

【
鶴
見
川
源
流
祭
】

豊
か
な
自
然
に
、
ふ
れ
て
、
感

じ
て
、
遊
ん
じ
ゃ
お
う
�

○
日
時

５
月
１３
日
（
日
）
午
前

１１
時
〜
午
後
３
時
３０
分
（
雨
天
中

止
・
自
由
参
加
）

○
会
場

都
立
小
山
田
緑
地
本
園

・
み
は
ら
し
広
場

【
わ
く
わ
く
ワ
ー
ル
ド
】

ゲ
ー
ム
な
ど
で
総
合
治
水
を
学

び
な
が
ら
一
日
中
楽
し
も
う
。

○
日
時

６
月
３
日
（
日
）
午
前

１０
時
〜
午
後
４
時
（
雨
天
順
延
・

自
由
参
加
）

○
会
場

大
綱
橋
下
流
河
川
敷

「
樽
町
公
園
」

※
会
場
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

◇

申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は

「
ふ
れ
あ
っ
て
鶴
見
川
２
０
０
１

事
務
局
」（
�
０３
・
３
３
５
４
・

３
６
８
５
）
へ
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
都
合
に
よ
り
内
容
が
変
更
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�問
町
田
市
下
水
道
部
工
務
課
�
７

２
０
・
１
８
１
４

軽自動車税
減 免 制 度

平成１３年度
町田市総合
水 防 訓 練

ふれあって鶴見川
２００１

～つくろう�バクの流域の新世紀～

ご
存
知
で
す
か「
行
政
相
談
」

ほほえみ介護セミナー日程
内 容

○オリエンテーション
○セミナー受講のきっかけ
○加齢による心と体の変化
○町田市の福祉サービス・
介護保険について

○お年寄りの食事
○加齢に伴う脳の変化
○体の動かし方（車いすの体験）
○シーツ交換（実習）
○ボランティア活動について
○グループワーク
※希望者のみ参加
○もみじ会から
○施設訪問（第２清風園）

日 時
５月３０日（水）
午前９：１５

～

午後４：１５

６月６日（水）
午前９：１５

～

午後４：１５

６月１３日（水）
午前９：１５

～

正 午

行政相談委員
電話番号
７２９―３２６０
７９５―２４５２
７３５―０８５６
７２５―７７２７
７８９―４２４８
７７２―２８８８

氏 名
天 野 厚 市
土 屋 明 子
新 倉 孝 之
� 木 朱 實
加賀谷 貞 子
阿 部 孝 之

第５３回

あ
き
か
ん
追
放

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

◇
５
月
２７
日（
日
）午
前
１０
時
ま
で
に
道
路
・
公
園
か

ら
拾
い
集
め
て
お
近
く
の
バ
ス
停
へ（
雨
天
実
施
）◇


